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「土木コンクリート構造物の品質確保について」の一部改訂について 

 

このことについて、県土整備部発行の積算運用の手引き第 4 章「コンクリート構造物の設計基
準強度と生コンクリート使用基準の選定方法」の改訂に伴い平成１４年３月１５日付け１３農計

技第８２号「土木コンクリート構造物の品質確保について」を別添新旧対照表のとおり一部改訂

します。今回の改訂は、平成１８年９月２９日付け１８農計第３１２２号『「土木コンクリート構

造物の品質確保について」の一部改訂について』において定められた「コンクリート構造物の設

計基準強度と生コンクリート使用基準の選定方法」を改訂するものです。 
なお、本改訂の適用は平成２２年２月１日より起工する設計委託業務からとします。 
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